
令和４年度全日制課程後期選抜志願者案内

群馬県立桐生工業高等学校
〒376-0054 桐生市西久方町1-1-41

TEL 0277-22-7141 FAX 0277-46-4703

１ 応募資格

「令和４年度群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項」（以下「県要項」という。）の全日制課程後期選

抜応募資格に記されている資格を有する者とする。

２ 募集人員

募集人員は、各学科・コースとも募集定員（機械科８０人、建設科４０人、創造技術科・電気コース

２０人、創造技術科・染織デザインコース２０人）の５０％とする。ただし、前期選抜合格者数が前期選

抜募集人員に満たない場合は、募集定員から前期選抜合格者数を減じた数とする。

３ 志願してほしい生徒像

(1) 基本的生活習慣が確立していて、本校を志願する動機及び理由が明確な生徒

(2) 学習活動、部活動、ものづくり、資格取得等に積極的に取り組み、他と協調して学校生活を送ること

ができる生徒

４ 出願手続

(1) 志願者は、志望する「学科」（創造技術科は「学科・コース」）を指定しなければならない。志望学科

又はコースは、第１志望のほか第２志望を指定することができる。ただし、第２志望を志願する場合は、

第１志望とは別の学科またはコースを指定する。

(2) 志願者は、「入学願書」を、出身又は在学中学校等の校長(以下「中学校長等」という。)を経由して本

校校長に提出する。また、「入学願書」には受検料として、２，２００円分の群馬県収入証紙（群馬県証

紙）又は払込書による領収済証明書（領収印のあるもの）を貼付する。

(3) 中学校長等は、当該志願者の「調査書」、「成績一覧表」（前期選抜の際に提出した場合は不要）を志願

者の提出書類と合わせて本校校長に提出する。

(4) 入学願書等受付は、２月２４日（木）午前９時～午後４時、２月２５日（金）午前９時～正午に本校

事務室で行う。

(5) 本校校長は、入学願書を受け付けたときに「受検票」を交付する。

５ 志願先の変更

(1) 入学願書等受付後において、志願先の高等学校又は学科等を変更しようとする者は、３月２日（水）

午前９時～午後４時３０分に１回に限り志願先の変更を行うことができる。

(2) 他校志願者が、本校に志願先を変更する場合

ア 志願者は、先に志願した学校から交付された「志願先変更証明書」及び新たな「入学願書」を中学

校長を経由して本校校長に提出する。

イ 中学校長等は、当該志願者の新たな「調査書」を本校校長に提出する。

ウ 本校校長は、入学願書を受け付けた時に、本校の「受検票」を交付する。

(3) 本校志願者が、本校の志望学科又はコースを変更する場合

ア 志願者は、「志願先変更願」及び交付された「受検票」、並びに新たな「入学願書」を中学校長等を

経由して本校校長に提出する。

イ 中学校長等は、当該志願者の新たな「調査書」を本校校長に提出する。

ウ 本校校長は、入学願書を受け付けた時に、本校の新たな「受検票」を交付する。

エ 志望学科又はコースの変更は、第１志望、第２志望、いずれについても行うことができる。

(4) 中学校長等は、当該志願者の「成績一覧表」を本校校長に提出する。ただし、既に「成績一覧表」を

提出した場合や既に中学校を卒業した者のみが出願する場合には、本校への「成績一覧表」の提出は不

要とする。

(5) 受検料については、県立高等学校間および同一校における志望学科等の変更の場合には、「志願先変更

証明書」の提出をもってこれに代えることができる。

後期



６ 志願の取消し

「県要項」により、３月７日（月）午後４時までに行うものとする。

７ 学力検査等

(1) 志願者は、「学力検査」に加えて、「集団面接」を受けなければならない。

(2) 学力検査は、群馬県教育委員会で作成した「国語」、「数学」、「社会」、「理科」及び「英語（リスニン

グを含む。）」の５教科の検査問題について実施する。

(3) 学力検査・面接の日程

8:30～8:50 9:30～10:20 10:45～11:35 11:35～12:45 12:45～13:35

３月８日（火） 受 付 国 語 数 学 昼食･休憩 社 会

8:30～8:50 9:30～10:20 10:45～11:35 11:35～13:00 13:00～

３月９日（水） 受 付 理 科 英 語 昼食･休憩 集団面接

面接予定時刻等については、３月４日（金）午後５時ごろ本校Ｗｅｂページに掲載するとともに、学

力検査１日目終了後に受検生に直接知らせる。

(4) 携帯品は、受検票、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、コンパス、定規（三角定規も可）とする。

ただし、公式・角度・格言・英単語等の記入してあるものは使用できない。また、昼食・上履き・下足

袋を持参する。

検査場に時計は設置されているが、腕時計を持参してもよい。ただし、アラーム・時報等は事前に解

除しておき、辞書、電卓及び通信等の機能が付いた時計は検査会場へ持ち込みできない。また、携帯電

話やスマートフォン、スマートウォッチ等の電子機器も持ち込みができない。

８ 選抜方法

(1) 調査書及び５教科の学力検査の結果等を資料として、本校の教育を受けるに足る能力・適性等を判定

して選抜を行う。

(2) 各検査項目の比重は、調査書（３）、学力検査（６）、面接等（１）とする。

(3) 学力検査の配点は、各教科１００点とする。

９ 合格者の発表

(1) 合格者の発表は、３月１６日（水）午前１０時に、本校において合格者の受検番号を掲示する。

(2) 合格者の発表は、合格者の受検番号の掲示によるものを正式なものとするが、合格者の受検番号は、

県教育委員会が指定したＷｅｂページにも掲載する。

(3) 合格者の受検番号をＷｅｂページに掲載する時刻は、午前１０時とする。なお、アクセスが集中する

ことなどにより接続に時間がかかる場合が予想される。また、午前１０時以前にＷｅｂページを確認し

た場合、画面が更新されないこともあるので注意する。

10 入学手続

合格者は、３月１６日（水）午前１０時～１０時３０分に、本校受付にて受検票を提示し、入学関係書

類等を受け取ること。

11 学力検査の教科別得点の開示

３月１７日（木）から４月１５日（金）までの祝日、土曜日、日曜日及び本校が指定する日（３月２４

日）を除く期間、本校において、学力検査の教科別得点を、受検者本人の請求により開示する。請求の受

付は、午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）までとし、開示を請求する者は、受付で受検票を提

示すること。なお、開示は本人のみとし、代理は認めない。ただし、保護者の同席は認める。電話等によ

る照会には一切応じない。

12 その他

(1) 入学者選抜に関するその他の必要事項は、「県要項」による。

(2) 合格者は、３月２２日（火）に本校・体育館で実施する「入学予定者説明会及び物品販売」に保護者

同伴にて参加すること。開始時間は下記のとおりとする。

・機械科・・・・・・・・・・・・・ １３：００～１４：００（受付１２：３０～）

・建設科、創造技術科・・・・・・・ １５：００～１６：００（受付１４：３０～）


